
幼児期の学校教育・保育の充実 【幼保支援課】

1 教育・保育施設の需給の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※０歳児については、途中入所が多いため、年度当初の人数は計画値を大きく下回っているが、年度末には計画値と大きな差がない状況

Ｈ３０計画値（中間見直し後） Ｈ３０実績値（4/1時点） Ｒ１計画値（中間見直し後）

量の見込み 確保方策 ニーズ量 確保方策 量の見込み 確保方策

 １号認定 3,320 4,405 2,856 4,287 3,260 4,407

 ２号認定 12,544 14,960 12,458 14,542 12,254 14,936

 ３号認定（1･2歳児） 7,463 8,398 7,442 8,241 7,339 8,415

 ３号認定（0歳児） 2,130 2,236 1,096(※) 2,085 2,089 2,277

2 認定こども園の推移

　

 類型別
Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ１年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 4/1時点

 幼保連携型
 認定こども園

9 9 15 9 15 13 15 13 15 15

 幼稚園型
 認定こども園

11 11 14 15 14 13 14 13 14 13

 保育所型
 認定こども園

5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

 地方裁量型
 認定こども園

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 合計 27 27 36 32 37 34 37 34 37 36

3 保育士・幼稚園教諭・保育教諭等の人材確保と資質の向上

　■特定教育・保育施設における保育教諭・保育士・幼稚園教諭の　　　　■教育センターが実施するステージ別研修の
　必要数と配置数　　（必要数については、計画策定時の推計値）　　　　　　　受講園の割合

《評価（総括）》
・１～３号認定（H30）のニーズ量は、
計画値を上回ることはなく、数値上は確
保が可能となっている。

・H30.4.1時点で就学前児童の79.3%が
保育所・幼稚園等の施設を利用している。
入所の低年齢化が進んでいるため、年度
途中の特に低年齢の入所ニーズに応えて
いく必要がある。

《評価（総括）》
・認定こども園数については、ほぼ計
画通りに進んでいる。

・保護者の就労等状況によらず、また
教育・保育のニーズに柔軟に対応でき
る認定こども園の設置を引き続き推進
していく。

Ｈ３０年度
必要数

 H30.4.1
配置数

Ｒ１年度
必要数

 保育教諭 71 226 69

 保育士 3,393 3,335 3,335

 幼稚園教諭 253 271 247

 計 3,717 3,832 3,651

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

　所長・園長研修 38.5% 53.1％ 60.3%

　主任・教頭研修 47.2% 55.7% 62.2%

　基礎研修 42.3% 44.0% 53.1%

《評価（総括）》
・人材確保については、配置数が計
画策定時の必要数を上回り103.1％
となっている。保育教諭は、幼保連
携型認定こども園に配置される保育
士と幼稚園教諭の両方の免許を有す
る者であるが、必要数より大幅に配
置が進んでいる。

・保育者のキャリアステージ別研修
への参加は進んでいる。

資料２



幼保支援課

保育所・幼稚園等の施設の状況

国公立 私立 計① 国公立 私立 計② ①－②

129 111 240 135 111 246 ▲ 6

廃止▲2
（→幼保連携型認

定こども園）

休止▲4

施設型給付 10 20 30 12 20 32 ▲ 2

新制度に移行しない 1 4 5 1 4 5 0

計 11 24 35 13 24 37 ▲ 2

幼保連携型 8 7 15 6 7 13 2 新設2

幼稚園型　※ 13 13 13 13 0

保育所型　※ 6 6 6 6 0

地方裁量型 2 2 2 2 0

計 8 28 36 6 28 34 2

小規模保育Ａ型 1 12 13 1 8 9 4
新設4
（うち3はへき地→
小規模）

小規模保育Ｂ型 9 9 8 8 1 新設1

小規模保育Ｃ型 1 1 1 1 0

事業所内保育 1 6 7 1 6 7 0

家庭的保育 1 1 1 1 0

計 2 29 31 2 24 26 5

※保育所及び幼稚園の欄にも計上あり。

【内訳】

（１）保育所 （３）認定こども園

廃止 枝川保育園（いの町） 新設 幼保連携型認定こども園　えだがわ（いの町）

吾北保育園（いの町） 幼保連携型認定こども園　ごほく（いの町）

休止 川登保育所（四万十市）

本村保育所（四万十市） （４）地域型保育事業所

橋上保育園（宿毛市） 新設 清和かじか園（高知市）

沖ノ島保育園（宿毛市） （小規模A） 高知市かがみ保育園（高知市）

高知市とさやま保育園（高知市）

（２）幼稚園 高知市とさやま保育園分園 久重保育園（高知市）

廃止 枝川幼稚園（いの町） 新設 ひだまり園（香南市）

吾北幼稚園（いの町） （小規模B）

Ｒ1年度（H31.4.1） H30年度（H30.4.1） 差

（１）保育所

（２）幼稚園

廃止▲2
（→幼保連携型認
定こども園）

（３）認定こども園

（４）地域型保育
　　　事業所
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【対象者・利⽤料】
 ○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利⽤する３歳から５歳まで

の全ての子供たちの利⽤料が無償化されます。

 ○ ０歳から２歳までの子供たちについては、住⺠税非課税世帯を
対象として利⽤料が無償化されます。

　　　●　 さらに、子供が２人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所
　　　　 等を利用する最年長の子供を第１子とカウントして、０歳から２歳までの第２子は半額、
　　　　 第３子以降は無償となります。

　　　　　（注）年収360万円未満相当世帯については、第１子の年齢は問いません。

【対象となる施設・事業】
 ○ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導
  型保育事業（標準的な利⽤料）も同様に無償化の対象とされます。
 
　　　　（注）地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

３歳から５歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを 
利⽤する子供たちの利⽤料が無償化されます。

　　

令和元年10月１日から

※　００００歳歳歳歳からからからから２２２２歳歳歳歳までのまでのまでのまでの住民税非課税世帯住民税非課税世帯住民税非課税世帯住民税非課税世帯のののの子供子供子供子供たちもたちもたちもたちも対象対象対象対象になります。

●　幼稚園については、月額上限2.57万円です。。。。

●　無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年間です。。。。

　　　（注）　幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満３歳から無償化します。

●　通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
　 ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第３子以降の子供たち
　 については、副食（おかず・おやつ等）の費用が免除されます。

●　子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための
認定や市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住まいの　
市町村にご確認ください。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利⽤する子供たち

※　待機児童解消の実現に向けては、「子育て安心プラン」に基づき、女性就業率80％に対応できる保育の受け皿（2018201820182018年年年年
度度度度～～～～2020202020202020年度末年度末年度末年度末までまでまでまでにににに約約約約32323232万人分万人分万人分万人分）の整備を進めます。また、保育士等の処遇改善にも適切に取り組んでいます。

【対象者・利⽤料】
 

 ○ 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の 
必要性の認定」を受ける必要があります。

　　　（注）原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、
就労等の要件（認可保育所の利用と同等の要件）がありますので、お住いの市町村にご確認ください。

 ○ 幼稚園の利⽤に加え、利⽤日数に応じて、最大月額1.13万円 
までの範囲で預かり保育の利⽤料が無償化されます。

幼稚園の預かり保育を利⽤する子供たち

認可外保育施設等を利⽤する子供たち

【対象者・利⽤料】
 ○ 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の 

必要性の認定」を受ける必要があります。
　　　　（注１）保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
　

　　　　（注２）「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件（認可保育所の利用と同等の要件）
　　　　　がありますので、お住いの市町村にご確認ください。

 ○ ３歳から５歳までの子供たちは月額3.7万円まで、０歳から２歳
までの住⺠税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利⽤料が
無償化されます。

【対象となる施設・事業】
 ○ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、 

ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
　　（注１）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、

認可外の事業所内保育等を指します。

　　（注２）無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが　
必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする５年間の猶予期間を設けます。

○ 就学前の障害児の発達支援を利⽤する子供たちについても、３歳から５歳
までの利⽤料が無償化されます。

※　今般の無償化を契機に、質の向上を伴わない、理由のない保育料の引上げが行われることがないよう、新制度の対象とな
らない幼稚園においては、保育料を変更する場合、設置者は変更事由の届出が必要です。また、認可外保育施設等において
は、提供するサービスの内容や額に関する事項について、変更の内容やその理由の掲示を求めることとなっております。

　問い合わせ先　問い合わせ先　問い合わせ先　問い合わせ先：○○市○○部：○○市○○部：○○市○○部：○○市○○部○○課○○課○○課○○課

　　　TEL:○○ー○○○○ー○○○○　　　　MAIL： ○○．○○．ｊｐ
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無償

幼児教育・保育の無償化の主な例

３歳～５歳

保育の必要性
の認定事由に
該当する子供

・共働き家庭

・シングルで働いて
いる家庭

など

利用

利用

利用

複数利用

幼稚園、
保育所、

認定こども園、
就学前障害児の発達支援

（幼稚園は月額２．５７万円まで）

（複数利用）

幼稚園の預かり保育 幼稚園の利用に加え、
月額1.13万円まで無償

認可外保育施設、
一時預かり事業など

幼稚園、
保育所、
認定こども園

就学前
障害児の
発達支援

ともに無償

（幼稚園は月額２．５７万円まで）

月額3.7万円まで無償

３歳～５歳

上記以外

・専業主婦（夫）
家庭　など

利用

複数利用
ともに無償

無償

幼稚園、
認定こども園

（幼稚園は月額２．５７万円まで）

（幼稚園は月額２．５７万円まで）

幼稚園、認定こども園、
就学前障害児の発達支援

※　住民税非課税世帯については、０歳から２歳までについても上記と同様の考え方
　により無償化の対象となる（認可外保育施設の場合、月額４．２万円まで無償）。

（注１）幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、無償化の対象となるためには、お
住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受けることが必要。

（注２）認可外保育施設については、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要。
ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする５年間の猶予期間を設ける。

（注３）例に記載はないが、地域型保育も対象。また、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も対象。

＋

＋
就学前
障害児の
発達支援

６



３〜５歳児の保護者の皆様へ

10⽉から、保育料が無償化されます

〇 保育所の給⾷の材料にかかる費⽤（給⾷費）については、⾃宅で⼦育てを⾏
う場合も同様にかかる費⽤です。このため、保育所等を利⽤する保護者も、⾃
ら⾃宅で⼦育てを⾏う保護者と同様に、その費⽤を負担することが原則となり
ますので、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となります。

                           （詳細は裏⾯をご覧ください。）

〇 2019年10⽉から、３〜５歳のお⼦様については保育料が無償化されるため、
市町村にお支払いいただく必要がなくなります。

〜これまで〜 〜無償化後（2019年10⽉以降）〜

保育料

保護者
負担

保育料（副食費を除く）

が無償化されます。

給⾷費は、引き
続き保護者の皆
様のご負担とな
ります。

 副⾷費 ※給食

 主⾷費 ※給食
または現物持参

（詳細は裏⾯）

 副⾷費 ※給食

 主⾷費 ※給食
または現物持参

無償化

問い合わせ先：○○市　○○部　○○課
TEL：○○○－○○○－○○○○　MAIL：○○○○＠○○

保育料
（⾷材料以外）

主⾷費保護者の皆様
保育所

〜これまで〜

※給食費の⾦額は、施設ごとに
異なります。

市町村を経由

副⾷費（4,500円）

無償化

主⾷費

保護者の皆様
保育所

副⾷費（4,500円）

〜無償化後（2019年10⽉以降）〜 市町村への保育料の⽀
払いは不要になります。

主⾷分と副⾷分の給⾷費
をまとめて保育所にお⽀
払いいただきます。

〇 現在、３〜５歳児の給食費分は、
・主⾷（お米など）分については直接、
・副⾷（おかず）分については（保育料の⼀部として）市町村を通じて、

保育所にお支払い、または現物を持参していただいております。
〇 今般、幼児教育・保育は無償化されますが、給食費については引き続き保護
者の皆様にご負担いただくことが原則です。ただし、無償化に伴い、今後は、
主⾷分と副⾷分の給⾷費をまとめて保育所にお⽀払いいただくことになります
ので、ご理解・ご協⼒のほどお願いいたします。
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